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衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
交
通
捜
査
用
覆
面
パ
ト
カ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
運
転
者
に
取
締
り
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
交
通
関
係
法
令
を
遵
守
さ
せ
、
限
ら
れ
た
体
制
の
下
で
効

果
的
に
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
警
察
用
車
両
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
交
通
取
締
り
を
行
う
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
交
通
取
締
用
の
四
輪
自
動
車
（
以
下
「
交
通
取
締
用
パ
ト
カ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
反
転
式
又

は
着
脱
式
の
警
光
灯
が
装
備
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
覆
面
パ
ト
カ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
暴
走
族
の
取
締
り
に
当
た
っ
て
対

象
車
両
に
察
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
採
証
活
動
を
行
う
場
合
等
、
各
種
の
交
通
関
係
法
令
違
反
の
取
締
り
に
活
用
さ
れ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
警
察
が
速
度
違
反
車
両
を
追
尾
し
て
行
う
取
締
り
（
以
下
「
追
尾
式
速
度
取
締
り
」
と
い
う
。
）
に
使
用
し

て
い
る
交
通
取
締
用
パ
ト
カ
ー
及
び
覆
面
パ
ト
カ
ー
の
台
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
都
道
府
県

一



警
察
の
交
通
取
締
り
の
体
制
が
明
ら
か
に
な
る
な
ど
、
今
後
の
交
通
取
締
り
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答

弁
を
差
し
控
え
た
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
測
定
対
象
車
両
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
走
行
し
た
交
通
取
締
用
パ
ト
カ
ー
の
速
度
を
自
動
的
に
印

字
し
た
記
録
紙
と
実
際
に
取
締
り
に
当
た
っ
た
警
察
官
の
証
言
に
よ
り
、
速
度
違
反
の
事
実
を
客
観
的
に
立
証
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
御
指
摘
の
「
タ
コ
グ
ラ
フ
」
等
に
よ
る
記
録
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て

い
な
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
追
尾
式
速
度
取
締
り
に
つ
い
て
、
交
通
取
締
用
パ
ト
カ
ー
の
速
度
が

法
令
で
定
め
る
最
高
速
度
を
超
え
る
と
き
は
赤
色
灯
を
点
灯
す
る
こ
と
、
測
定
対
象
車
両
と
の
間
で
安
全
を
確
保
で
き
る
一

定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
等
を
実
技
訓
練
等
に
よ
り
警
察
官
に
体
得
さ
せ
る
な
ど
、
管
内
の
実
情
に
応
じ
た
教
養
が
行
わ
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
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